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Ⅰ．五中の学習と生活 

 
（１）学習の心得 
中学校で身につけたい基礎学力とは、受験のためだけではなく、現代を強く生きていくための力、自分の適正

を生かし未来を切り開いていく力、毎日の生活を規則正しく計画性のあるものにつくり上げる力、生涯にわたっ

て学習し続ける基礎的な知識や能力、自分のことは自分で考え、行動し、責任を持つという自主・自律の力です。 
 
   これから、次のような項目にそって中学校の生活の中で具体的に述べていきます。 
 
  ①小学校との違い 
＊中学校は教科担任制になります。これまでもお子様は音楽・図工などで担任ではない教師から教わった経験

はあると思いますが、中学校ではその教科の専門の教師から教わるのが基本となります。これにより、一人   

の生徒を複数の教師の目でいろいろな方向から見ることとなります。 
＊年５回の定期テストがあります。テスト前の計画的な学習はもちろん、普段から予習復習の習慣をつけてお

くことが必要となります。 
 
  ②授業について 
 ＊中学校では、次の授業の教師のところへ休み時間中に行き、授業の準備を手伝う係があったり、チャイムが

鳴る前に自主的に席に着くなどの決まりがあったりします。つまり、自分たちの力で学習する環境をつくっ

ていくことが多くなってきます。 
 
＊そのような中で、まず大切にすべきことは・・・ 
    ①忘れ物をしない。（中学校では、各教科とも教科書・教材が多くなります。また、本校では安全上、 

一度登校したら学校を出ないように指導しています。） 
    ②授業の前に教科書に目を通しておく。 
    ③私語をせず、先生の話をしっかり聞く。 
    ④ノートをしっかりとる。という、あたりまえのことをきちんとやり抜くことです。 
 
＊まず予習を行い、そこで生じた疑問点を解決しようという気持ちで授業にのぞむ積極的な姿勢が大切です。 

 
  ③家庭学習 
    学校の勉強と比較し、家庭学習は自分で自分をコントロールして学習する環境と時間をつくるものとい

えます。そこでは、①本人のやる気と工夫と②家庭の協力が大切です。 
 
      ＊家庭学習の時間は、小学校では学年×１０分（６年生で６０分）、中学校では学年＋１時間と言われて

います。中学校は部活動や委員会活動で学校で過ごす時間が大幅に増える（夏時間の時は７時頃に帰宅

することも珍しくないと思います。）ので、学年＋１時間というのは時間を確保するだけでもなかなか難

しいものになりますが、最低でも１日の中で決ま 
った時刻に家庭学習の時間をつくり、家庭学習の 
習慣を身につけさせてください。この点では、家 
庭の果たす役割が重要です。 

 
   ＊家庭学習では、宿題や与えられた課題に取り組む 

だけでなく、何をどのように勉強するのが効率が 
よいかを考え、実際に試し、自分なりの勉強法を 
探していくことが大切です。安易に塾に頼るので 
はなく、自分自身で自分の課題を解決していくこ 
とが中学生としての自主性を養うのです。 
学校としても援助は惜しみません。 

 体育大会スローガン 
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  （２）中学校時代とは 
     生徒達は中学３年間で、本人も驚くほど成長します。体つきも急激に大人に近づき心の中も子供から

大人へ脱皮を始めます。集団生活のなかで生徒会、学校行事、部活動などにたくさん「挑戦」し、自

分を成長させていくことが自分の進路を切り開いていく力になります。 
     中学校では一人ひとりの生徒を大切にしながら集団生活を通して、「きまり」を守り、基本的生活習慣

をしっかり身につけることが、充実した中学校生活を過ごすために大切です。 
 
 （３）学校生活の心得 
    一人ひとりが「心得」を守っていくことが、生徒全員が明るく楽しい学校生活を創るポイントです。 
 
    ①登下校 
     ア 登校は７時５０分以降とし、８時２５分までには登校します。 
     イ 生徒の一般下校は３時５０分（５校時の日は２時５０分）です。 
         ウ 指定された、通学路を通ります。 
     エ 原則としてバス通学、自転車通学は認めていません。 
         オ 登校後の外出は認めていません。 
 
    ②服装 
     ア 登下校時は標準服を着用します。 
         イ 冬の服装については、登下校時、校内生活にお 

いて標準服を着用します。防寒具を着用する場 
合は中学生らしい派手でないものとし、校舎内 
では防寒具をつけないことになっています。 

     ウ 登下校時の履き物は運動靴とします。 
     エ 校内では学年別に決められた色の上履きを履き 

ます。２２年度は赤色が学年カラーになります。 
 

③頭髪 
     ア 中学生らしい髪形にさせてください。（染髪、 

パーマは禁止します。） 
     イ ゴムで結ぶときのゴムの色は、黒、紺、茶、 

グレー系のものとします。 
 
    ④所持品 
     ア 持ち物には必ず記名させてください。 
     イ 生徒手帳はいつも持参してください。 
     ウ 学習に不必要なものは持ってこないように指導して下さい。（特に携帯電話につきましては、「持

たせない」「持ち込ませない」の指導をいたしておりますのでご協力お願いします。） 
     エ 貴重品は持ってこないようにさせてください。 
     オ サブバッグ（体育着入れ袋）は学校指定のものとします。 
     カ 通学カバンについてはスポーツバックやディパック（リュック型）を使用してください。 
       （指定の型や色はありません） 
 （４）生徒会活動 
 
    ア 生徒会活動の目的 
      五中には生徒会があり、生徒全員が会員となっています。五中生徒会は次の目的をもって、先生方

の助言を受けながら活動しています。 
    （１）自分たちの学校生活を自分たちの手でより良いものにしていく。 
    （２）一人ひとりが自分の可能性を発揮して自らの様々な力を磨く。 
 

学習発表会 吹奏楽部演奏 
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    イ 生徒会の仕事 
    （１）クラスを中心とした学校内のいろいろな問題を話し合い、解決していく。 
    （２）毎日の学校生活を送りやすくするために、様々な活動を各種委員会、部長会などで行う。 
    （３）体育大会・学習発表会などの学校行事を、生徒の力によって成功させる。 
    （４）新入生が入学したとき、早く学校に慣れ、楽しい学校生活が送れるように新入生歓迎会（生徒会

活動・部活動の説明会）などを行う。 
    （５）楽しく充実した学校づくりのために３年生を送る会などを行う。 
    （６）緑の羽根やユニセフなどの共同募金活動、ボランティア活動に参加する。 
    
（５）生徒会のしくみ 
    （１）生徒総会（年１回開催。体育館で行われます。） 
      五中生徒全員が出席し、生徒会全体の活動方針と活動内容を全員で話し合い、採決によって決定し

ます。この総会で決定された方針と内容をもとにして、各クラス・各種委員会・部活動の活動が行

われます。 
    （２）役員会 
      毎年９月に行われる生徒会役員選挙で、全校生徒の投票により選出されます。生徒会の具体的な活

動の中心となります。 
    （３）中央評議会 
      各クラスを代表する自治委員、各種委員会の委員長が出席します。生徒総会に次ぐ決定機関で、全

校に関する問題を解決や、生徒会行事の方法について話し合い、決定します。 
    （４）各種委員会 
      クラスを代表する自治委員をはじめとして全部で６つの委員会が置かれています。学校生活のいろ

いろな分野の仕事を分担して、規律ある楽しい学校生活を目指して活動しています、４月～９月の

前期、１０月～３月の後期の２期に分けています。 
 
 
 
 
 

（５）部活動 
 
 中学校では生徒は部活動に所属し、顧問の先生の指導のもと、自主的な活動に取り組んでいます。（部活動の参

加は強制ではありませんが、中学校生活を充実したものとするために是非とも参加してください。） 
 
   平成２１年度の部活 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【運動系】 

サッカー  野球  陸上競技  水泳 バスケットボール バドミントン バレーボール 

 

【文化系】 

美術  吹奏楽 茶道 理科 絵本創作 アンネのバラボランティアサークル 

 

自治委員会  体育委員会  生活委員会 保健委員会  図書委員会  放送委員会 

（各クラス男女各１名） 

 
このほかに臨時に招集される選挙管理委員会 学習発表会実行委員会 などがあります。 

職業人の話を聞く会(２年生) 新入生歓迎会 部活紹介 
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Ⅱ 入学のための準備 

 
１．生徒心得 
 中学校生活への適応の第一歩として、中学生としての自覚を持つことが大切です。そのためにも本校入学と同

時に「生徒手帳」が配布され、その中に生徒心得がのっています。ご家庭でも一度は目を通していただき、中学

生となられたお子様が、「三鷹五中の生徒」であることの自覚と誇りを持って中学生生活を楽しむことが出来るよ

う、ご指導のほどお願いいたします。 
 
２．服装・持物 
 (1) 服 装（冬 服） 
   服装は、標準服としています。 
   男子は、ブレザー、スラックス、白ワイシャツ、ネクタイ 
   女子は、ブレザー、スカート、ニットベスト（希望者のみ）、白ワイシャツまたは白ブラウス、リボン 
     
 
 
 
 
 (2) 履 物 

指定の上履きと体育館履きが決まっています。学年毎に上履きの色があり、新一年生は赤色の縁取りで

す。入学式前日までに下記のお店でお買い求めいただき、入学式には体育館履きを持参して下さい。 
 

 
 (3) 体 育 着 
   体育着は、指定させていただいております。 
   男女 ジャージ上下、半袖シャツ、短パン    13,480円（ＬＬまで） 
   なお、半袖シャツは２～３着、短パンは２着ほど用意していただけると便利です。 
      ・採寸時に申し込み、あるいはカインド靴スポーツ店かイナギスポーツ店で申し込んで下さい。 
 
 
 
 
 (4) 教科書・その他の教材 
   教科書は、４月９日（金）配布予定です。その他の教材用具、辞書、ノートなどについては、入学後 

教科の担当からの説明や指示を聞いてから購入して下さい。 
 
 (5) 校 章                    
   クラス章を学校で一括購入しお配りします。 
   
 (6) 靴（くつ）  通学用の靴は、運動靴でお願いします。              
  
(7) バック    スポーツバックやディパック（リュック型）を使用し 
          てください。（指定の型や色はありません） 
(8)  体育着入れ用バッグ（サブバッグ）は、必ず購入して下さい。 取扱店 「カインド靴スポーツ店」 

 
３．その他 
 (1) 納入する諸経費（平成２１年度） 
      ＰＴＡ会費  3,000円（ＰＴＡ保険300円を含む） 
      教 材 費    約24,000円 

取扱店 「ムサシノ」       吉祥寺北口サンロード商店街  0422－21－3711 
        「東急百貨店 吉祥寺店」 学校制服売り場         0422－21－5368 
      ※1月31日(日) 本校で10:30～12:00まで採寸があります。 

取扱店 「カインド靴スポーツ店」 コミュニティーセンター西バス停前  0422－46－2844 
       「イナギスポーツ店」    団地南口バス停前           0422－44－0707 
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      給 食 費    55,200円 （300円×182日） 
      以上の金額は、平成２１年度の概算です。平成２２年度については、納入時期を含めて、改めてご連絡を

さしあげます。 
       なお、本校では、東京むさし農業協同組合中仙川支店を指定金融機関として「自動振込」で、給食費、教

材費、その他の諸経費の徴収を行っております。そのための必要な手続きについては、入学後詳しく連絡

いたしますので、その折にはよろしくお願いいたします。 
 (2) 就学援助制度について 
    生徒たちが楽しく勉強に専念できるように、経済的理由でお困りの方に対し、三鷹市には学用品費や給食

費などを援助する「就学援助制度」があります。この制度をご希望の方は、担任または事務室へ遠慮なく

お申し出になりご相談下さい。 
 (3) 欠席・遅刻・早退の連絡について 

欠席、遅刻、早退の連絡、体育の見学の届け出等には、原則として「生徒手帳」を使用します。保護者が

記入の上、担任にお知らせ下さい。病気等で早退させるときは、連絡票を持たせ下校させます。家に着き

ましたら帰宅確認を電話でご連絡下さい。 
 (4) ＰＴＡについて 
   生徒が落ち着いて勉強でき、楽しく充実した中学校生活を送れるよい環境を生み出すために、ＰＴＡ会員

が協力して活発な活動を行っています。詳しくはＰＴＡ会則（入学式当日に配布、説明）をご参照下さい。 
 

Ⅲ．入学式について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入 学 式 の ご 案 内 

 
日 時   平成２２年４月７日（水） 
場 所   鷹南学園 三鷹市立第五中学校 体育館 
時 程   ８時３０分～ ８時５０分  新入生受付 

９時００分         新入生出席確認・諸注意 
９時２０分         来賓入場 
９時２５分         新入生入場 
９時３０分         開   式 
１１時００分         閉式・生徒退場 
１１時００分～１２時２０分  学級指導（生徒） 

保護者会・ＰＴＡ入会式等 
学級保護者会 

１２時２０分～１２時４０分  ＰＴＡ委員会（１学年委員のみ） 
 
      所持品  入学通知書、筆記用具、生徒は体育館履き、保護者は上履（スリッパ） 
      お願い  病気その他で欠席の場合は、必ず事前にご連絡下さい。 
 

東京都三鷹市立第五中学校 〒184-0004 三鷹市新川１丁目７番２０号 
                                     電 話 ０４２２－４５－３２０１・３２０２ 
                                     ＦＡＸ ０４２２－７６－０６７３ 
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式が始まるまで 
   
  １．受付は、８時30分から８時50分までです。 
  ２．学校に来たら、学級編成の名簿が配布されますので、自分の名前と組、出席番号を確認して、覚えてお

いて下さい。 
  ３．名簿に自分の名前が見つからない時は、受付まで連絡して下さい。 
  ４．受付の担当者に「入学通知書」を提出して下さい。 
  ５．９時になると、各教室で出席をとり、担任から式の注意があります。 
  ６．担任の指示に従って廊下にならび、式場の体育館に入場します。 
 
式の途中と終わって 
 
  １．式は９時30分から始まり、約１時間30分ぐらいかかります。 
  ２．名前が呼ばれたら、元気よく返事をして立ち、次の人が呼ばれたら座ります。 
    ３．もし、式の途中で気分が悪くなったときは、早めに列の後ろへ出てください。看護係が後ろにいます。 
  ４．式が終わったら、担任の後について退場します。 
  ５．学活が終わったら、体育館で記念写真を撮り下校します。 
 
保護者の皆様へ 
 
 １．お忙しいとは存じますが、当日は必ずご出席下さい。 
 ２．前頁の「入学式について」をお読みいただき、事前にお子様にご指導下さいますようお願いいたします。 
  ３．受付後、保護者の方は体育館へ入場していただき、開式までお待ちいただくことになります。 
  ４．駐車場がありませんので、自動車でのご来校はご遠慮下さい。 
 ５．式後は、そのまましばらく会場にお残りいただきます。生徒が学級担任の話を聞いている間に、ＰＴＡ会

長の挨拶、ＰＴＡの紹介、ＰＴＡ委員選出をさせていただき、各クラス毎に記念写真を撮ります。 
  ６．その後、学級に場所を移して、学級担任より挨拶させていただき、第一回目の学級保護者会を行います。

大事な会ですので、最後までお残りいただきますようご協力をお願いいたします。 
 

Ⅳ．中学校転入（出）学手続き・学割について 

○ 転入 

（１）三鷹市立中学校への転入学 
市民課または、市政窓口で転入（住民異動届）手続きを行うと同時に、前の学校で発行した転校関係書類（在

学証明書、教科書給与証明書）を提示すると「転（編）入学通知書」を発行しますので、転校関係書類を添え

て転入学する学校へ提出してください。 
（２）国立・私立学校へ在籍している児童・生徒 
市民課または、市政窓口で転入（住民異動届）手続きをするときに、学校（義務教育）欄に学校名をご記入

後、住民異動届を提出してください。 
○ 市外転居（転出） 

学校から転校関係書類（在学証明書、教科書給与証明書）を受け取り、転出先の市区町村で転入学の手続き

をしてください。 
○ 市内転居 

市内で転居することにより、転校する場合は、在学している学校から転校関係書類（在学証明書、教科書給

与証明書）を受け取り、前記（○転入（1）三鷹市立中学校への転入学）の転入学の手続きをしてください。 
  なお、上記以外で特別な事情があり、現在通学している学校等への通学を希望する場合は、教育委員会事務

局学務課へご相談ください。                      （三鷹市教育委員会ＨＰより） 
 
○ 学割の発行について 

 学割の申請用紙がありますので、担任を通じて申請をしてください。 
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Ⅴ. 健康管理について 

 
お子様が、元気で充実した中学校生活が過ごせるよう「早寝、早起き、朝ごはん」の生活リズムの習慣づけを

お願いいたします。 
 
１． 健康診断 
 毎年６月３０日までに、生徒の健康・発達状況を正しく知るためと病気の早期発見のために健康診断を行いま

す。 
 入学後、検診内容及び日程を保健部よりお知らせいたしますので、ご協力をお願いいたします。 
 
２． 学校管理下において、病気やけがをした場合の応急処置 

(ア) 病気のとき・・・健康観察の上、必要な場合は休養させますが、原則として1時間までとし、軽快せず
長時間の安静が必要な場合にはご家庭に連絡して早退させます。内服薬は使用しません。 

(イ) けがのとき・・・応急処置はしますが、継続的な処置はご家庭でお願いいたします。早急に医療機関に
受診した方がよいと判断した場合は、ご家庭に連絡をとって受診します。保護者の方には保険証等を持

って学校または医療機関へ来ていただくことになります。 
   緊急の場合や連絡がとれない場合は、保健調査票に記入されているかかりつけの医療機関または近隣

の医療機関、症状により救急病院に受診します。 
 
３． 学校伝染病・出席停止 
 この処置はお子様に十分な休養を与え、早期に治癒させるためと他のお子様への感染を防ぐためのものです。

休養期間中は欠席扱いにはなりません。学校伝染病の病気の診断を受けた場合はすみやかに学校へ連絡をお願い

します。登校の際には医師による登校許可証明書が必要になります。 
学校でお渡しする証明書は、三鷹市の医療機関の場合、料金がかかりません。学校に提出していただいた証明書

をもとに、三鷹市が各医療機関へ文書料の支払いを行います。（三鷹市以外の医療機関での証明は自己負担となり

ます。） 
※ インフルエンザ・麻疹（はしか）・風疹（三日ばしか）・水痘（みずぼうそう）・流行性耳下腺炎（おたふ

くかぜ）・百日咳・咽頭結膜熱（プール熱）・流行性角結膜炎（はやりめ）・その他の伝染病 
 
４． 日本スポーツ振興センター 
 学校管理下でのけがにより医療機関で治療を受けた場合（部活動・通学経路での登下校中・校外学習・宿泊行

事などを含む）、日本スポーツ振興センターより災害給付金が支給されます。 
 災害給付の申請をされる場合は、学級担任または保健室までお知らせください。 
 
※ 加入掛け金は三鷹市が全額負担しています。（一人945円） 
※ 給付金は保険診療の医療費総額の4割です。 
（ただし、総医療費が5,000円以上、3割負担の 
場合1,500円以上が対象です。 
 杏林大学病院や武蔵野赤十字病院などの特定機 
能病院の特定療養費等は給付対象外となり全額 
自己負担となります。） 

※ 接骨院・整骨院などの場合、5,000円以上が対象 
になります。 

※ まれに文書料がかかる医療機関がありますが、文 
書料は給付対象外となります。 
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 年度   （回） 男 女 計 

昭和35年（ １回） 46 37 83 

     36年（ ２回） 44 45 89 

     37年（ ３回） 88 71 159 

      38年（ ４回） 91 106 197 

      39年（ ５回） 98 91 189 

      40年（ ６回） 108 105 213 

      41年（ ７回） 98 95 193 

      42年（ ８回） 105 67 172 

      43年（ ９回） 88 106 194 

      44年（10回） 101 92 193 

      45年（11回） 107 103 210 

      46年（12回） 104 101 205 

      47年（13回） 127 101 228 

      48年（14回） 125 121 246 

      49年（15回） 142 120 262 

      50年（16回） 168 153 321 

      51年（17回） 169 150 319 

      52年（18回） 174 173 347 

      53年（19回） 114 105 219 

       54年（20回） 152 130 282 

       55年（21回） 134 135 269 

      56年（22回） 112 108 220 

      57年（23回） 115 134 249 

      58年（24回） 143 105 248 

      59年（25回） 120 129 249 

      60年（26回） 141 113 254 

      61年（27回） 132 119 251 

      62年（28回） 136 125 261 

      63年（29回） 142 115 257 

 平成 元年（30回） 133 95 228 

      ２年 （31回） 105 85 190 

       ３年 （32回） 79 74 153 

       ４年 （33回） 99 88 187 

       ５年 （34回） 89 74 163 

       ６年 （35回） 74 67 141 

       ７年 （36回） 87 60 147 

       ８年 （37回） 64 42 106 

       ９年 （38回） 66 49 115 

      10年 （39回） 61 42 103 

      11年 （40回） 61 60 121 

      12年 （41回） 56 44 100 

      13年 （42回） 48 46 94  年度   （回） 男 女 計 

      14年 （43回） 60 52 112 18年 （47回） 72 59 131 

      15年 （44回） 63 49 112 19年 （48回） 54 50 104 

      16年 （45回） 44 48 92 20年 (49回) 58 39 97 

      17年 （46回） 57 47 104 累  計 4854 4325 9179 

 
 

年 度 別 卒 業 生 数 
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進路状況（平成２０年度卒業生） 

国公立高校・高専     私立高校・専門学校   

学校名 
進学者  

学校名 
進学者 

男子 女子 計  男子 女子 計 

日 比 谷  １ １  下 北 沢 成 徳  １ １ 

新 宿   １  科 学 技 術 学 園 １  １ 

駒 場 １  １  駒 場 学 園 ３  ３ 

千 歳 丘 １ １ ２  駒 沢 大 学 １ １ ２ 

松 原  １ １  佼 成 学 園 女 子  １ １ 

芦 花 ２ １ ３  国 士 舘 ２ １ ３ 

杉 並 １  １  専 修 大 学 付 属 １  １ 

武 蔵  ２ ２  大 成 ３  ３ 

武 蔵 野 北 １  １  鶴 川  １ １ 

府 中  １ １  東 京 電 気 大 学 １  １ 

府 中 西  １ １  東 京 文 化  １ １ 

府 中 東  ３ ３  東 海 大 菅 生 １  １ 

三 鷹 ２ ２ ４  日 出  １ １ 

神 代  ２ ２  日 本 大 学 鶴 ヶ 丘  １ １ 

調 布 北 ４ ３ ７  日 本 大 学 櫻 丘 １ １ ２ 

調 布 南 ３  ３  日 本 学 園 １  １ 

小 金 井 北 １  １  八 王 子 実 践 １  １ 

日 野 １  １  文化女子大学附属杉並  １ １ 

南 平  １ １  保 善 １  １ 

清 瀬  １ １  法 政 大 学 １  １ 

永 山  １ １  明 星 １  １ 

秋 留 台 １  １  堀 越 １  １ 

第 一 商 業  １ １  明 星 学 園 ２ ２ ４ 

総 合 工 科 ２  ２  和 光  １ １ 

中 野 工 業 １  １  相 洋  １ １ 

杉 並 工 業 ２  ２  日 野 工 業 １  １ 

府 中 工 業 ４  ４      

園 芸 １  １      

農 業   ３      

杉 並 総 合 ２ １ ３      

世 田 谷 泉  １ １      

合  計 ３４ ２５ ５９  合  計 ２３ １４ ３７ 

     

そ の 他 １  １  

     
  

     

 
 
 
 
 


